
動物の輸出入検疫速報（平成21年11月分）

（単位：頭、羽、群）

輸 入 輸 出
　牛 1,495 -
　豚 52 -
　めん羊 - -
　山羊 - -

　その他の偶蹄類 10

　馬 282 3

　その他の馬科 - -

　兎 450 7

　鶏 - -
　うずら - -
　だちょう - -
　七面鳥 - -
　あひる - -
　がちょう - -
　その他のかも目の鳥類 - -
　きじ - -

　ほろほろ鳥 -

　初生ひな（鶏） 51,762 -

　初生ひな（その他） - -

　種卵 - -

　みつばち（群） - -

　指定検疫物以外の動物（注２） - 13,716

　犬 504 379
　猫 89 124
　あらいぐま - -
　きつね - -

　スカンク - -

　サル 408

（資料）動物検疫所調べ
（注）１　解放頭羽数ベースの速報値のため、数値が変更となることがある。



骨 砕骨 蹄角 骨腱 蹄角粉 その他の骨 計

1,826,890 1,116,568 67,401 116,134 62,853 - 3,189,846

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 シカ肉
その他の
偶蹄類肉

加熱処理牛肉

43,052,767 65,032,770 1,195,979 - 1,665 - 548,306

加熱処理豚肉
加熱処理

その他の偶蹄類
ハム 加熱処理ハム ソーセージ

加熱処理
ソーセージ

ベーコン

1,346,561 - 147,650 33,799 1,131,013 2,467,782 223,234

加熱処理
ベーコン

馬肉 兎肉 家禽肉 犬肉
非加熱

その他の肉
加熱処理
その他の肉

1,811 582,087 2,154 28,570,361 - 933,274 5,252,293

家禽
加熱処理肉

加熱処理
その他の家禽肉

計

29,220,001 2,776,209 182,519,715

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
加熱処理
牛の臓器

加熱処理
豚の臓器

加熱処理その他
の偶蹄類の臓器

偶蹄類以外の
臓器

114,208 63,549 891 - - - 76,130

消化管等
加熱処理
消化管等

ケーシング 脂肪
非加熱

その他の臓器
加熱処理

その他の臓器
加熱処理

家禽臓器・消化管

1,544,017 282,456 284,239 1,707,429 1,663 - 134,212

加熱処理その他
の家禽臓器

計

3,240 4,212,034

食用殻付卵 液卵 その他の卵 計

- 392,090 8,025 400,116

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 シカ皮
その他の
偶蹄類の皮

馬皮

3,057,025 164,279 205,400 - 4,734 - 100,580

兎皮 犬皮 その他の皮 計

200 - - 3,532,218

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 シカ毛
その他の
偶蹄類の毛

馬毛

- 3,670 19,991 55,526 - 4,200 13,629

兎毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

16,400 405,241 80 - 518,736

血粉 肉粉 肉骨粉 皮粉・羽毛粉 計

199,572 1 - - 199,573

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

44,007 189 - 0

穀物のわら 飼料用の乾草 その他 計

19,678,020 - 180,860 19,858,880

総計

214,431,117

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家禽、兎及び犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」には、餃子やピザなど肉（臓器）を含む調製品である。

９．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

１０．総計に「その他の畜産物」は含めない。

　輸入畜産物検疫数量速報（平成21年11月分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 （単位：Kg）

７．「加熱処理肉」、「加熱処理ソーセージ、ハム、ベーコン」、「その他の加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した処理施設
　　で一定の加熱処理がなされたものである。なお、家禽肉由来のものは含めない。

８．「家禽加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した施設で加熱処理された鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及び
　　その他かも目由来の肉、ハム、ソーセージ及びベーコンである。

卵類

皮類

毛類

ミール類

その他
畜産物

わら類

３．「家禽肉」は、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及びその他かも目由来の肉、ハム、ソーセージ及びベーコンである。

骨類

肉類

臓器類



骨 砕骨 蹄角 骨腱 生骨粉 加熱処理骨粉 蹄角粉

1 - - - - - -

その他の骨 計

- 1

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 シカ肉
その他の
偶蹄類肉

ハム

68,170 198,858 - - - - 694

ソーセージ ベーコン 馬肉 兎肉 家禽肉 犬肉 その他の肉

1,859 434 3 - 1,206,295 - 34,934

計

1,511,248

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
偶蹄類以外の

臓器
消化管等 ケーシング 脂肪

- 217 - 190 33,550 - -

非加熱
その他の臓器

計

- 33,957

殻付卵 液卵 その他の卵 計

60,822 - -  60,822

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 シカ皮
その他の
偶蹄類の皮

馬皮

1,744,463 6,255,316 - - - - -

兎皮 犬皮 その他の皮 計

- - - 7,999,779

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 シカ毛
その他の
偶蹄類の毛

馬毛

- - - - - - -

兎毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

- 18,157 - - 18,157

血粉 肉粉 肉骨粉 羽毛粉 計

- - - - 0

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

- - 180,000 180,000

総計

9,803,963

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

３．「家禽肉」は、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及びその他のかも目由来の肉である。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家禽、兎及び犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」は、餃子やピザなど肉（臓器）の調製品である。

７．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

８．総計に「その他の畜産物」は含めない。

その他
畜産物

卵類

皮類

毛類

ミール類
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骨類

肉類

臓器類


